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参考資料８

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン（ＨＢＣＤ）について

１．性状

①構造式（主な異性体）

α体 β体 γ体

②分子量：641.7

③融点：α体 179～181℃、β体 170～172℃、γ体 207～209℃

④沸点：190℃以上で分解

⑤外観：灰褐色粉体

⑥溶解性：

・対水溶解度：α体 48.8μg/L、β体 14.7μg/L、γ体 2.1μg/L(２０℃)

・対ｸﾛﾛﾎﾙﾑ・酢酸ｴﾁﾙ・ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ・ﾒﾀﾉｰﾙ 1g/L 以上

⑥logKow：5.62

２．分解性・蓄積性

①分解性：難分解性（ＢＯＤ１％、ＨＰＬＣ６％）

②蓄積性：高蓄積性

（ピーク１：第１濃度区 ８３４～３,０７０倍、第２濃度区３,３９０～１６,１００倍

ピーク２：第１濃度区 ８１６～１,７８０倍、第２濃度区３,３５０～ ８,９５０倍

ピーク３：第１濃度区 １１８～ ４１８倍、第２濃度区 ４７９～ ２,０３０倍

第３濃度区１,７６０～３,２８０倍）

３．製造輸入量

HBCD が第一種監視化学物質に指定された平成１６年度の製造・輸入の実績

は、３，４４３トンであり、平成１８年度の３，９３７トンとなって以降平成

２１年度まで減少傾向にあったが、平成２２年度には３，０１９トンとなって

いる
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（単位：トン）

製造・輸入数量 国内出荷量 輸出

平成１６年度 ３，４４３ ３，２２３ １８１

平成１７年度 ３，０９７ ２，８５０ ３６２

平成１８年度 ３，９３７ ３，５４８ １７２

平成１９年度 ３，２０６ ３，２８２ １１８

平成２０年度 ２，８４４ ２，８１７ ６８

平成２１年度 ２，６１３ ２，５７０ ７

平成２２年度 ３，０１９ ３，０９２ ０．３

（化審法に基づく届出数量）

４．用途

HBCD は、発泡ポリスチレン製の住宅建材、土木建材などに樹脂用難燃剤と

して約８割、ポリエステル製の難燃カーテンなど繊維用難燃剤として約２割、

使用されている。

（単位：トン）

国内出荷量 用途別出荷割合

樹脂用難燃剤 繊維用難燃剤 その他

平成１６年度 ３，２２３ ２，６６１ ５６２ ０

平成１７年度 ２，８５０ ２，３３９ ４６０ ５０

平成１８年度 ３，５４８ ２，９００ ５９６ ５２

平成１９年度 ３，２８２ ２，５１８ ７６０ ４

平成２０年度 ２，８１７ ２，３６５ ４４６ ６

平成２１年度 ２，５７０ ２，１７１ ３９９ ０

平成２２年度 ３，０９２ ２，８３０ ２８５ １

（化審法に基づく届出数量）

５．異性体構成比（％）

α体 β体 γ体

HBCD（難燃剤） ５～１５ ＜２０ ７０～９０

樹脂中 HBCD

（押出製法） ６０～７０ ２０～３０ １０～２０

樹脂中 HBCD

（ビーズ式） １０～２０ １０～２０ ６０～８０

繊維中 HBCD １０～４０ ５～３０ ５０～８５

（経産省委託調査等）
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６．化審法上の分類

・監視化学物質（平成１６年９月２２日指定）

・旧第三種監視化学物質（平成２２年３月１９日指定）

７．海外の動向

（１）残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）での議論

2008 年（平成 20 年）６月にノルウェーが、HBCD について POPs 条約の候補

物質として審議することを提案し、2009 年（平成 21 年）10 月に開催された残

留性有機汚染物質検討委員会第５回会合（POPRC5）で行われたスクリーニング

段階の審議の結果、HBCD はスクリーニング基準を満たすとされ、リスクプロ

ファイル案を作成する段階に進めることが決定された。

2010 年（平成 22 年）10 月に開催された第６回会合（POPRC6）で行われたリ

スクプロファイル案についての審議の結果、長距離移動の結果重大な悪影響を

もたらすおそれがあるとの結論に達し、リスクの管理に関する評価案を作成す

る段階に進めることが決定された。

2011 年（平成 23 年）10 月に開催された第７回会合（POPRC7）で行われたリ

スクの管理に関する評価案についての審議の結果、規制対象物質とするよう締

約国会議に勧告することが決定された。

今後、2012 年（平成 24 年）10 月に開催予定の第８回会合（POPRC8）におい

て、代替物質、コスト及びその効果等の追加情報を収集し、附属書Ａ（廃絶）、

Ｂ（規制）等の特定と個別適用除外候補について検討が行われ、2013 年（平

成 25 年）5 月頃に開催予定の第６回締約国会議において、規制対象物質とす

るかどうか検討される予定。

（２）欧州

2008 年（平成 20 年）10 月に高懸念物質の候補物質リストに PBT 基準（残留

性、生物蓄積性、毒性の基準）を満たすことを理由に収載された。

2009 年（平成 21 年）６月に欧州化学品庁が欧州委員会に対して、HBCD につ

いて特定の認可を受けた場合以外には使うべきではないと勧告した。

2011 年（平成 23 年）２月、欧州委員会は、HBCD を含む 6物質を REACH 規則

の附属書 XIV（認可対象物質リスト）に収載することを最終決定した。これを

受け、HBCD の製造者、輸入者及び／又は川下企業は、欧州化学品庁から 2014

年 2 月 21 日までに認可を得なければ、2015 年 8 月 21 日以降、製造（販売）、

使用が禁止される。

（３）米国

2010 年８月に環境保護庁（以下「EPA」という。）が、HBCD についてアクシ

ョンプランを発表した。このアクションプラン中で、EPA は有害物質規制法（以



4

下「TSCA」という。）に基づき、次の５つの対策の実施を検討している。

・TSCA Section 5(b)(4)に基づいて、人の健康や環境に不当なリスクを与える

懸念のある物質リストに HBCD を追加することを検討中。

・2012 年３月、TSCA Section 5(a)(2)に基づいて、消費者用繊維製品用途の

HBCD を重要新規利用規則（SNUR）に提案し、60 日間のパブリックコメント

を終了したところ。

・TSCA Section 6(a)に基づく HBCD の製造・使用等の包括的な禁止又は特定の

産業活動に対する規制等を検討中。

・有害物質排出インベントリー（TRI）の物質リストに HBCD を追加することを

検討中。

・人の健康や環境影響の観点から HBCD の代替評価を実施中。


